
 令和７年度第５回旭川市緑の審議会 資料４  

 

◼ 有料公園施設使用料の改正案に寄せられた御意見と旭川市の考え方 

 

 

「使用料・手数料の見直し案に対する意見募集手続（パブリックコメント）」 

 

１ 意見提出期間 

令和７年１１月２１日（金）から令和７年１２月２９日（月）まで 

 

２ 意見募集のテーマ 

  「使用料・手数料の見直し案」に対する意見、提言など 

 

３ 意見提出数 

  ９０者（８７個人、３団体）から９２件 

 

４ 意見の提出先及び問合せ先 

  〒０７８－８５２５ 

  旭川市７条通９丁目 総合庁舎６階 旭川市総合政策部 財政課 

  電話：（０１６６）２５－５６７２ ＦＡＸ：（０１６６）２４－７８３３ 

  電子メール：zaisei@city.asahikawa.lg.Jp 

 

５ 土木部公園みどり課関連意見 

 照会のあった意見「№５、８、１８、２０、３０、３８、４６、４９」以上８件 

 別紙１「使用料・手数料の見直し案」に寄せられた御意見と旭川市の考え方 

 別紙２「今後の使用料・手数料の改定スケジュール」 
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